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あなたのアイデアで魅力を発信
新たな特産品の開発を応援します
　市の新たな魅力を発信するため、地
域の特色を生かした特産品の開発事業
に補助金を交付します。
対象／市内在住の人か、市内に事業所
などを持つ法人、市内で活動する団体
対象事業／土産品や地域の食材を使用
した食品などを新たに開発する事業
や、既存品に改良を加え販売する事業
対象経費／開発費、品質検査費、栄養
成分分析費、商標登録経費、商品のパッ
ケージ・ラベルなどの製作費、販売促
進費など　※人件費などは除く。
補助額／対象経費の２分の１以内で上
限は50万円　※１事業につき３年間補
助が受けられます。
申込期間／４月１日（月）〜30日（火）
申し込み方法／商工観光課か市ホーム
ページから入手できる申請書に必要事
項を記入し、申し込んでください。
選考方法／プレゼンテーションなどに
よる審査　※くわしくは、市ホームペー
ジで確認してください。

商工観光課商工労政班（☎62-5874）

　業者が自宅に訪問し、物品を買い取る「訪問購入」のト
ラブルが増えています。

【事例】
　突然買い取り業者から電話があり「食器などの不用品
を買い取りたい。皿１枚でもいい」と言われ訪問を承諾
した。要らない皿を買い取ってもらった後「売らなくて
もいいので、指輪などの貴金属を鑑定したい」と言われ、
アクセサリーを見せると「今日なら高く買い取る」と言わ
れた。売るつもりはなかったので断ったが、しつこく食
い下がられて怖くなり、契約書にサインをしてしまい、
アクセサリー５点を２千円で買い取られてしまった。
アドバイス
◦業者から電話があっても、売るつもりがなければ安易
に訪問を承諾せず、電話を切りましょう。
◦業者の飛び込み勧誘は禁止されています。突然訪問が
あっても、家には入れずに外で対応しましょう。アン
ケートなど、目的を偽って訪問する事例もあります。
◦当初と違う物の買い取りを求めることは禁止されてい
ます。きっぱり断りましょう。
◦買い取りに応じる際は、契約内容を記載した書類の交
付を求め、確認しましょう。物品の種類、特徴、数、
買い取り価格、契約年月日、業者の連絡先などの確認
は、トラブル防止のために重要です。

◦訪問購入は一部の物品を除き、クーリング・オフが適
用されます。契約書を受け取ってから８日以内であれ
ば、引き渡し後でも、業者負担で物品の返還や業者へ
代金の返却ができます。この８日間は物品の引き渡し
を拒むことができるので、契約を結んでも、その場で
引き渡す必要はありません。
◦業者が家に勝手に上がろうとする、脅すような態度を
とるなど、身の危険を感じたら迷わず警察（☎110）に
通報しましょう。
◦不安に思った場合は、消費者ホットライン（☎188）や
消費生活センターに相談してください。
旭市消費生活センター（☎63-7272）・相談直通電話

（☎62-8019）

あなたの貴金属が狙われている？訪問購入に注意156
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、発疹など、健康に関し
ての不安がつきものです。子どもは
自分の体調や症状を適切に表現でき
ないため、病院を受診するか迷った
ときに活用してください。
｢小児対応市内医療機関一覧｣を
市ホームページに掲載しました
　市ホームページに小児診療の可能
な医療機関を掲載して
います。受診するとき
の参考にしてください。
こども急病電話相談
　子どもの具合が悪くなったときに、
看護師や小児科医が電話で症状を聞
いて、すぐに受診をしたほうが良い
かをアドバイスします。
相談時間／午後７時〜翌午前８時
電話番号／ #8000　※ダイヤル回
線・光電話などからは☎043-242-
9939へ電話してください。相談は
無料で、通話料は利用者の負担です。

日本小児科学会 監修
｢こどもの救急｣ウェブサイト
　生後１か月〜６歳までの子どもが、
病院を受診するか、判断の目安を提
供しています。症状にチェックを入
れると「救急車で病院に行く」や「お
うちで様子をみましょ
う」など、判断の目安
や看病のポイントが表
示されます。
千葉県救急安心電話相談
　救急車を呼ぶか迷ったら相談して
ください。
相談時間／●平日、土曜日：午後６
時〜翌午前８時　●日曜日、祝日、
年末年始、ゴールデンウイーク：午
前９時〜翌午前８時
電話番号／ #7119　※ダイヤル回
線・光電話などからは☎03-6810-
1636へ電話してください。相談は
無料で、通話料は利用者の負担です。

問い合わせ先
健康づくり課母子保健班（☎63-8711）

子どもの受診に迷ったときは
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